柏市予防接種ノート広告掲載基準

　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年１２月２１日制定

（目的）

第１条　この基準は，柏市広告物掲載取扱要領（平成１７年１２月２０日制定）に基づき，柏市予防接種ノートに広告を掲載するに当たり，必要な事項を定めることを目的とする。

（掲載の範囲）

第２条　掲載できる広告は，市民生活に関連したもので，次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 予防接種ノートの公共性，中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に掲げる営業に該当するもの

(3) 政治活動，宗教活動，意見広告及び個人の宣伝に係るもの

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(5) その他，掲載する広告として妥当でないと市が認めるもの

（掲載の位置）

第３条　広告の掲載位置は，予防接種ノートの表紙裏面，下敷き，裏表紙とする。

（広告の種類・規格）

第４条　予防接種ノートの配布先と発行時期は，次のとおりとする。

	配布先
	発行時期
	掲載期間（予定）

	出生届届出者等
	随時
	広告募集実施の次年度４月１日から１年間


２　広告の規格は，次のとおりとする。

	規格
	サイズ等

	１号広告


	表紙裏面，裏表紙（縦約２６０ミリメートル×横約１７０ミリメートル）

	２号広告
	１ページの２分の１面（縦約１１５ミリメートル×横約１７０ミリメートル）

	３号広告
	１ページの下段（縦約６０ミリメートル×横約１７０ミリメートル）


（掲載期間）

第５条　広告は，当該予防接種ノートの掲載期間内において発行されるすべての予防接種ノートに掲載される。

（募集方法）

第６条　募集方法は原則として公募とし，柏市ホームページに募集要項等を掲載して希望者を募るものとする。

（広告掲載の申込み）

第７条　広告を掲載しようとする者は，広告掲載申込書（第１号様式）に掲載しようとする広告の原稿案を添えて市長に申し込むものとする。

（届出事項）
第８条　申込者は，以下の事項を申込時に届け出るものとし，以下の事項に変更があった場合は直ちに届け出るものとする。届出がなかったことにより生じた損害は申込者の負担とする。
(1)　商号（屋号），代表者名および住所
(2)　業種，取扱商品および役務
(3)　本サービス利用についての責任者の氏名，電子メールアドレス，電話番号その他所定の事項

(4)　身元を証明する書類（個人の場合運転免許証，法人の場合登記簿謄本など）の写し

(5)　その他市が指定する申込者の業務に関する事項
（広告掲載の決定）

第９条　市長は，前条の申込書を受理したときは，掲載の可否を決定し，市と申込者との間で掲載の内容・条件等を協議し合意したときは，広告掲載契約を書面で取り交わすものとする。

（広告掲載料）

第１０条　掲載料金は，次のとおりとする。

	規格
	掲載料金

	１号広告
	１５０，０００円

	２号広告
	３０，０００円

	３号広告
	２０，０００円


（広告料金の支払い）
第１１条　申込者が支払いを行うときは，市の発行する納入通知書に記載された納入期限までに，市の指定する口座に振り込むものとする。
２　申込者は，契約に基づく支払いを期限までにしない場合，市に対し期限の翌日から完済日まで年利２．７％の遅延損害金を支払うものとする。
３　広告料金その他契約に基づいて申込者から市に支払われる金額の支払いについて必要な費用は，申込者の負担とする。
（広告内容の責任）
第１２条　広告の内容については，すべて申込者の責任とする。

（守秘義務）
第１３条　契約期間中または契約終了後にかかわらず，契約および契約に関連して知り得た情報，その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし，あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には，この限りではない。
（禁止事項）
第１４条　申込者は，以下の行為を行ってはならない。
(1)　法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
(2)　公序良俗に反する行為
(3)　公益社団法人日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
(4)　消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(5)　市または第三者に対し，財産権(知的財産権を含む)の侵害，名誉・プライバシーの侵害，誹謗中傷，その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
(6)　市の広告掲載業務の運営・維持を妨げる行為
(7)　有害な情報を広告する行為
(8)　市が別途禁止行為として定める行為
（免責）
第１５条　市は，申込者が広告掲載に関して被った損害について，賠償する責任を負わない。
（市による解除・解約）
第１６条　市は，申込者が以下のいずれかの事由に該当した場合には，何らの催告なしに契約を解除するとともに，直ちに申込者の広告を予防接種ノートから削除することができる。
(1)　本基準等に違反したとき
(2)　手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3)　差押え，仮差押え，仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4) 破産，民事再生，会社更生，会社整理または特別清算の申立てがされたとき
(5)　前４号の他，申込者の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6)　解散または営業停止状態となったとき
(7)　広告料金を滞納したとき
(8)　販売方法，取扱商品，その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
(9)　販売方法，取扱商品，その他業務運営が公序良俗に反しまたは広告にふさわしくないと市が判断したとき
(10) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると市が判断した場合
(11) その他市が申込者との本契約の継続が困難であると判断した場合
２　市は，申込者に対して，広告を削除するための必要経費を請求

することができる。

施行日　平成２２年１２月２１日

施行日　平成２４年１１月２６日

施行日　平成２５年１２月２日

施行日　平成２９年１１月１３日

